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摂
関
家
と
式
家
儒
者

―
―
院
政
期
儒
者
論

（二
）―
―

は

じ

め

に

藤
原
不
比
等
の
息
子
、
式
部
卿
宇
合
に
始
ま
る
藤
原
式
家
は
、
学
問
を
業
と

し
、
平
安
時
代
中
期
以
降
摂
関
家
の
後
押
し
を
う
け
て
躍
進
し
た
所
謂
「起
家
」

の
一
つ
で
あ
る
。
院
政
期
に
成
立
し
た
『本
朝
無
題
詩
し
、
『本
朝
続
文
粋
し
、
『詩

序
集
』
な
ど
の
大
規
模
な
漢
詩
文
集
に
は
い
ず
れ
も
式
家
儒
者
が
群
を
抜
い
て

多
く
入
集
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
集
の
編
纂
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
て
い
か
、

例
と
し
て

『本
朝
無
題
詩
』
と

『本
朝
続
文
粋
』
の
個
人
別
入

集
数
の
上
位
十
名
を
、
式
家
儒
者
に
は
〇
、
ま
た
式
家
と
姻
戚
関
係
に
あ
る
人

物
に
は
●
を
付
し
て
林
先
て
み
よ
う
。

表
Ｉ

『本
朝
無
題
詩
』
個
人
別
入
集
数
　
　
　
　
　
　
（ι

０
１
　
藤
原
周
光
　
　
一
〇

一
首

２
　
藤
原
忠
通
　
　
　
九

一
首

藤
原
敦
光
　
　
　
工全
二
首

（３
）

蓮
禅
　
　
　
　
　
エハ
○
首

藤
原
茂
明
　
　
　
五
七
首

●
６
　
中
原
広
俊
　
　
　
　
五
二
首

０
７
　
藤
原
明
衡
　
　
　
　
四
八
首

８
　
惟
宗
孝
言
　
　
　
　
一二
一
首

９
　
大
江
佐
国
　
　
　
　
一
一八
首

１〇
　
三
宮
輔
仁
親
王
　
　
一
二
ハ
首

〇 ● ○
5  4  3

表
Ⅱ

０
１

０
３
　
藤
原
明
衡
　
　
　
一〓

一首

０
４
　
藤
原
敦
基
　
　
　
一
一
首

５
　
藤
原
実
範
　
　
　
　
九
首

仁

『本
朝
続
文
粋
』
個
人
別
入
集
数

藤
原
敦
光
　
　
　
五

一
首

大
江
匡
房
　
　
　
四
〇
首

木

夏

実

６
　
藤
原
実
綱
　
　
　
　
　
八
首

菅
原
在
良
　
　
　
　
　
八
首

８
　
藤
原
国
成
　
　
　
　
　
五
首

藤
原
正
家
　
　
　
　
　
五
首

１０
　
藤
原
有
信
　
　
　
　
　
四
首

『本
朝
無
題
詩
』
（以
下

『無
題
詩
し

は
詩
、
『本
朝
続
文
粋
』
（以
下

『続
文

粋
し

は
文
章
を
中
心
と
し
た
集
で
あ
る
が
、
な
る
ほ
ど
○
と
●
を
付
し
た
式
家

ゆ
か
り
の
人
物
が
き
わ
め
て
多
く
入
集
し
て
お
り
、
詩

。
文
を
問
わ
な
い
式
家

儒
者
達
の
作
品
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
時
期
の
漢
詩
文
作
者
の
研
究
が

彼
ら
に
偏
向
し
が
ち
で
あ
る
の
も
現
存
作
品
に
恵
ま
れ
た
こ
と
に
依
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
特
に

『無
題
詩
』
に
つ
い
て
式
家
の
関
係
者
に
加
え
て
摂
関
家
の
忠
通

が
上
位
入
集
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
院
政
後
期
の
漢
詩
壇
に
は
好
文
の

宰
相
忠
通
を
式
家
儒
者
が
囲
み
、
他
家
を
圧
倒
し
た
と
い
う
印
象
が
強
い
。
し

か
し
儒
者
達
の
動
向
を
語
る
史
料
は
何
も

『無
題
詩
』
や

『続
文
粋
』
に
限
ら

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
先
行
研
究
に
学
ん
だ
う
え
で
、
こ
の
時
期
豊
富
に
残
さ

れ
る
日
記
な
ど
の
史
料
を
活
用
す
る
こ
と
で
彼
ら
に
つ
い
て
よ
り
き
め
細
や
か



な
把
握
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。
小
稿
は
こ
う
し
た
視
点
か
ら
式
家
儒
者
と
　
　
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

（６
）

摂
関
家
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

一

付
表
は
、
史
料
類
や
漢
詩
文
集
か
ら
、
忠
通
が
そ
の
主
催
に
大
き
く
関
わ
る

作
文
、
す
な
わ
ち
漢
詩
文
制
作
の
集
ま
り
を
年
代
順
に
ま
と
め
、
同
席
し
た
人

物
に
つ
い
て
も
判
明
す
る
か
ぎ
り
挙
げ
た
も
の
で
あ
る
。
記
事
の
残
り
方
に
や

や
ム
ラ
が
あ
る
う
え
、
同
席
者
全
員
の
名
前
が
判
明
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
た

め
、
厳
密
な
数
字
と
は
言
い
難
い
が
、
概
ね
の
傾
向
は
見
て
取
る
こ
と
が
出
来

よ
う
。
表
中
、
二
重
傍
線
を
施
し
た
の
が
式
家
、
□
で
囲
ん
だ
の
が
藤
原
北
家

日
野
流

（以
下
日
野
流
）
の
人
物
で
あ
る
が
、
こ
う
し
て
み
る
と
、
式
家
儒
者

の
出
席
数
は
確
か
に
数
多
い
も
の
の
、
『無
題
詩
』
や

『続
文
粋
』
の
入
集
数
で

見
ら
れ
た
よ
う
な
圧
倒
的
な
他
家
と
の
差
は
見
ら
れ
な
い
。　
一
方
、
実
光
、
行

盛
な
ど
の
日
野
流
儒
者
が
そ
れ
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
出
席
し
、
講
師
や
序
者
を
勤

め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

日
野
流
は
式
家
同
様
、
摂
関
家
司
と
し
て
そ
の
庇
護
下
で
成
長
し
た
学
問
を

（７
）

業
と
す
る
家
で
あ
る
。
学
問
を
業
と
し
な
が
ら
、　
一
方
で
代
々
蔵
人
や
弁
官
と

い
っ
た
実
務
官
僚
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
こ
と
が
式
家
と
大
き
く
異
な
る
点
で

あ
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
蔵
人
、
弁
官
を
経
て
参
議
や
納
言
に
至
る

「名
家
」
と

い
う
家
格
を
確
立
す
る
が
、
忠
通
の
時
代
は
そ
の
基
礎
固
め
が
な
さ
れ
た
時
期

と
言
え
る
。
儒
者
と
し
て
は
行
盛
と
顕
業
が
文
章
博
士
を
務
め
、
儒
者
弁
で
あ

っ
た
実
光
は
忠
通
の
詩
筵
に
最
も
多
く
参
加
し
、
忠
通
の

『法
性
寺
殿
御
集
』

（８
）

の
合
点
を
依
頼
さ
れ
る
忠
通
の
詩
友
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
『無
題
詩
』
や

『続

文
粋
』
な
ど
に
現
存
す
る
作
品
の
多
少
、
す
な
わ
ち
式
家
の
他
家
へ
の
優
越
が
、

た
だ
ち
に
当
時
の
文
壇
、
少
な
く
と
も
忠
通
周
辺
の
状
況
を
反
映
す
る
も
の
と

式
家
隆
盛
の
基
を
成
し
た
の
は
藤
原
明
衡

（九
九

一
？
～

一
〇
六
六
）
で
あ

る
。
明
衡
は

『本
朝
文
粋
』、
『明
衡
往
来
』
な
ど
を
残
し
、
晩
年
に
は
式
部
少

輔
、
文
章
博
士
、
大
学
頭
な
ど
を
歴
任
し
て
、
類
衆
を
家
業
と
す
る
学
問
の
家

と
い
う
式
家
の
性
格
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
。
そ
の
子
敦
基
２

０
四
六
～

一

一
〇
六
）
は
父
の
死
後
、
幼
い
弟
敦
光

（
一
〇
六
三
～

一
一
四
四
）
を
養
子
と

し
、
未
だ
脆
弱
で
あ
っ
た
家
の
基
盤
強
化
に
努
め
た
。
敦
基
に
は
実
子
令
明
（
一

〇
七
四
～

一
一
四
三
）、
茂
明

（
一
〇
九
〇
頃
～

一
一
六
〇
頃
）
と
敦
光
に
加
え

て
、
養
子
と
思
わ
れ
る
周
光

（生
没
年
不
明
。
た
だ
し
、
『古
今
著
聞
集
』
な
ど

（９
）

に
よ
れ
ば
茂
明
よ
り
も
年
上
、
令
明
と
同
年
代
と
推
測
さ
れ
る
）
の
四
人
の
息

子
達
が
い
た
が
、
院
政
後
期
を
代
表
す
る
鴻
儒
敦
光
を
頂
点
と
し
て
彼
ら
と
そ

の
息
子
達
、
す
な
わ
ち
、
令
明
の
息
子
遠
明

（
一
〇
九
四
～

一
一
六
九
）、
敦
任

（
一
一
〇
七
～

一
一
八
三
頃
）、
敦
綱

（
一
一
一
〇
頃
～

一
二
〇
二
頃
）、
茂
明

の
息
子
敦
周

（
一
〓
一八
～

一
一
八
三
）、
敦
経

（
一
〓

一〇
頃
～

一
一
九
〇
）、

敦
光
の
息
子
有
光
２

０
九
九
～

一
一
七
七
）、長
光
２

一
〇

一
～

一
一
八
六
）、

成
光

（
一
一
一
一
～

一
一
八
〇
）
な
ど
の
出
た
時
期
が
、
式
家
が
文
壇
に
最
も

影
響
力
を
持
つ
こ
と
の
出
来
た
時
期
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
日
野
流
に
は
少
し
遅

れ
る
が
、
い
ず
れ
も
長
命
で
あ
っ
た
彼
ら
は
忠
通
が
た
び
た
び
詩
会
を
催
し
た

時
期
を
日
野
流
よ
り
も
広
く
カ
バ
ー
出
来
て
い
る
は
ず
〆
ち
る
。
特
に
、
日
野

流
の
実
光
や
行
盛
が
忠
通
よ
り
も
か
な
り
年
上
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
式
家
に

は
茂
明
、
遠
明
、
長
光
ら
忠
通
と
同
年
代
の
人
物
が
多
く
お
り
、
そ
の
点
で
も

日
野
流
よ
り
も
有
利
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
野
流
に
わ
ず
か

に
劣
る
参
加
し
か
認
め
ら
れ
な
い
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
ま
ず
は
表
に



見
ら
れ
る
式
家
儒
者
を
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

す
る
と
、
敦
光
と
そ
の
息
子
達
、
そ
し
て
周
光
の
参
加
は
多
い
が
、
忠
通
と

ほ
ぼ
同
年
代
の
茂
明
の
名
が
全
く
挙
が
っ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、

令
明
も
天
永
年
間
に
二
度
ほ
ど
登
場
す
る
程
度
で
あ
る
し
、
そ
の
息
子
達
遠
明

と
敦
任
の
参
加
も
、
保
延
五
年

（
一
一
二
九
）
六
月
四
日
の
作
文
の
み
で
あ
る
。

た
だ
、
後
述
す
る
が
、
こ
の
作
文
は
他
の
出
席
者
の
顔
ぶ
れ
に
も
あ
る
特
色
が

あ
り
、
他
の
忠
通
主
催
作
文
と
は
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。
参
加
し
た
も
の
の
、

名
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
学
問
を
家
業
と
す
る

式
家
儒
者
で
あ
れ
ば
、
参
加
し
た
場
合
、
諸
役
を
勤
め
て
名
を
残
し
て
い
る
可

能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
し
、
他
家
の
儒
者
達
に
し
て
も
条
件
は
同
じ
で
あ
る
か

ら
、
さ
し
た
る
問
題
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
忠
通
の
詩
筵
に
侍
っ
た

式
家
儒
者
は
、
敦
光
と
そ
の
息
子
達
、
そ
し
て
周
光
に
大
き
く
偏
っ
て
お
り
、

敦
基
の
息
子
達
の
う
ち
で
も
令
明
、
茂
明
の
系
統
を
殆
ど
含
ん
で
い
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

三

付
表
、
忠
通
文
事
年
譜
の
事
項
に
年
代
に
よ
っ
て
ム
ラ
が
見
ら
れ
る
こ
と
は

す
で
に
述
べ
た
。
忠
通
の
少
年
期
、
天
永
か
ら
長
承
年
間
に
か
け
て
は
、
父
忠

実
の

『殿
暦
』
、
親
し
い
公
卿
の
一
人
藤
原
宗
忠
の

『中
右
記
』、
母
方
村
上
源

氏
の
源
師
時
の

『長
秋
記
」
な
ど
忠
通
に
と
っ
て
身
近
な
人
物
の
詳
細
な
日
記

が
豊
富
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
壮
年
期
、
保
延
か
ら
保
元
に
か
け
て
の
約
二
十

年
間
の
記
録
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
現
存
す
る
の
は
忠
通
の
弟
、
頼
長
の
コ
ロ
記
』

が
ほ
ぼ
唯

一
で
あ
る
。
以
下
し
ば
ら
く
こ
の

『台
記
』
に
お
け
る
式
家
儒
者
達

の
姿
を
追
っ
て
み
よ
う
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
盆
）

『台
記
』
天
養
元
年

（
一
一
四
四
）
十

一
月

一
日
条
に
、
次
の
記
事
が
残
る
。

朝
、
伶
人
を
召
し
て
楽
を
挙
げ
ん
と
す
る
に
、
人
伝
へ
て
云
は
く
、
式
部

大
輔
入
道
敦
光
、
去
ん
ぬ
る
月
の
二
十
八
日
を
以
て
入
滅
す
と
。
余
驚
き

て
伶
人
を
罷
む
、
師
為
る
に
依
る
な
り
。
件
の
人
、
書
始
め
の
時
の
師
な

り
。
其
の
外
習
う
所
無
し
。
然
れ
ど
も
、
尊
敬
無
か
る
べ
き
に
は
非
ず
、

（中
略
）、
去
ん
ぬ
る
年
、
大
内
記
令
明
卒
し
て
、
四
十
九
日
宴
楽
せ
ず
。

今
七
日
之
を
止
む
は
、
師
礼
有
り
と
雖
も
、
習
う
所
無
き
の
故
な
り
。

敦
光
の
死
去
の
報
に
接
し
た
折
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
記
事
よ
り
敦
光
が

頼
長
の
書
始
の
際
に
師
を
勤
め
た
が
、
以
降
は
疎
遠
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
分

る
。
頼
長
は
敦
光
の
死
に
対
し
、
楽
を
七
日
間
停
止
し
て
師
礼
を
と
る
も
の
の
、

実
際
に
は
そ
れ
は
あ
く
ま
で

「習
ふ
所
無
」
き
師
で
あ
っ
た
敦
光
に
対
す
る
形

式
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
頼
長
の
敦
光
評
と
し
て
は
、
敦
光
の
出
家
の
報
に
対

す
る

「鳴
才
に
非
ず
と
雖
も
、
雑
筆
当
世
に
冠
絶
す
。
天
斯
文
を
亡
せ
る
か
」

（天
養
元
年
四
月
二
十
日
条
）
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
敦
光
の

才
学
に
つ
い
て
の
頼
長
の
評
価
は
、
雑
筆
、
す
な
わ
ち
詩
文
は
当
代
随

一
と
し

な
が
ら
も

「鳴
才
に
は
非
ず
」、
と
い
う
保
留
付
き
の
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。

そ
れ
と
は
明
ら
か
な
対
照
を
な
す
の
が
、
記
事
の
中
略
以
後
に
名
前
の
挙
が

る
、
敦
光
の
甥
、
令
明
で
あ
る
。
令
明
は
こ
の
前
年
の
康
治
二
年

（
一
一
四
三
）

八
月
二
十
五
日
に
死
去
し
て
い
る
が
、
そ
の
時
の
記
事
を
挙
げ
る
。

大
内
記
藤
令
明

〈余
の
師
な
り
〉
俄
に
疾
病
し
、
ま
さ
に
死
せ
ん
と
す
る

の
由
、
其
の
子
敦
任
告
げ
送
る
、
（中
略
）、
余
悲
し
み
の
甚
だ
し
き
に
、

家
臣
に
命
じ
て
宴
楽
を
停
め
し
む
。
伝
聞
す
る
に
、
巳
の
刻
客
来
た
り
て
、

令
明
衣
服
を
摂
し
て
こ
れ
に
逢
は
ん
と
す
る
に
、
俄
に
病
と
な
り
入
り
て

内
に
臥
す
と
云
々
。
紀
伝
の
儒
、
敦
光

・
成
佐
等
の
外
、
其
の
才
の
令
明

に
及
ぶ
者
無
し
。
惜
し
い
か
な
、
惜
し
い
か
な
、
生
年
七
十
、

三
日
後
の
二
十
八
日
に
は
令
明
の
弔
間
に
源
俊
通
を
遣
わ
し
た
。
次
の
よ
う
に



あ
る
。

前
少
納
言
俊
通
を
し
て
令
明
を
弔
は
じ
む
。
重
師
た
り
、
”
つ
て
此
の

人
を
使
う
。
余
書
始
め
の
時
、
敦
光
朝
臣
師
為
る
も
、
意
は
令
明
に
お
い

て
す
。
幼
少
時
、
私
か
に
孝
経
を
習
い
、
又
長
じ
て
、
文
選

一
部
を
習
う
。

傷
つ
て
こ
れ
を
貴
ぶ
。
今
夜
葬
な
り
と
云
々
、

さ
ら
に
そ
の
一
周
忌
に
は
五
部
大
乗
経
を
供
養
し
、
そ
の
日
の
日
記
に

「或
る

人
の
夢
に
、
令
明
冥
官
為
り
と
云
々
、
多
才
正
直
の
然
ら
し
む
る
か
」
（天
養
元

年
八
月
二
十
四
日
条
）
と
も
記
し
て
い
る
。

こ
の
頼
長
の
反
応
が
敦
光
死
去
の
際
の
も
の
と
全
く
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
令
明
の
場
合
は
息
子
敦
任
に
よ
り
危
篤
の
報
が
も
た
ら
さ
れ
て
い

る
が
、
敦
光
の
場
合
に
は
死
後
三
日
を
経
て
か
ら
人
づ
て
に
死
去
を
知
ら
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
宴
楽
停
止
の
期
間
の
長
短
、
遺
族
へ
の
弔
間
の
有
無
な
ど
、
対

照
的
な
点
は
い
く
つ
も
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
理
由
は
す
で
に
こ
れ
ま
で
に
見

た
記
事
の
な
か
で
頼
長
自
身
が
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
令
明
は

『孝
経
』
、

「文
選
』
を
習
っ
た
師
と
し
て
貴
ぶ
け
れ
ど
も
、
敦
光
は
書
始
の
折
の
形
式
的

な
師
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
師
礼
も
そ
れ
に
見
合
っ
た
形
式
的
な
も
の

が
選
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
令
明
の
急
死
に
際
し
て
の

「余
悲
し
み
の
甚

だ
し
き
に
」、
あ
る
い
は

「惜
し
い
か
な
、
借
し
い
か
な
」
と
い
っ
た
表
現
、
そ

し
て
一
月
忌
の
記
事
に
見
ら
れ
る
令
明
評
価
は
、
冷
酷

・
残
忍
と
評
さ
れ
る
こ

と
の
多
い
頼
長
が
時
折
見
せ
る
、
ご
く
身
近
な
も
の
へ
の
深
い
情
愛
に
通
じ
る

も
の
が
あ
り
、
頼
長
に
と
っ
て
の
令
明
の
存
在
が
い
か
に
大
き
な
も
の
で
あ
っ

た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

頼
長
は
、
文
学
に
没
頭
し
た
兄
忠
通
と
は
異
な
り
、
風
流
韻
事
よ
り
も
む
し

膨嚇畔い徴畔兼町“げ判撃耐麟詢鱒岬“律つ数″詢調わ凍術％は〓は
画
像
を
掲
げ
た
場
で

『論
語
』
や

『礼
記
』
、
『春
秋
三
伝
』
な
ど
の
講
義
と
問

答
を
行
う
も
の
で
あ
る
が
、
頼
長
は
親
し
い
人
々
を
招
い
て
毎
庚
子
の
日
恒
例

の
行
事
と
し
て
い
た
。
ズ
ロ
記
』
に
見
ら
れ
る
そ
の
よ
う
な
講
書
の
記
事
は
、
同

様
に
老
子
を
祭
っ
た
行
事
も
含
め
て
す
べ
て
で
百
回
余
り
に
も
及
ぶ
が
、
そ
れ

に
参
加
し
た
人
物
を
参
加
回
数
の
多
い
順
に
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

表
Ⅲ
　
頼
長
邸
講
書
参
加
数

１
　
菅
原
登
宣
　
　
四
七
回

２
　
藤
原
成
佐
　
　
一二
八
回

清
原
頼
業
　
　
一二
八
回

４
　
源
俊
通
　
　
　
一二
一
回

５
　
藤
原
憲
孝
　
　
一
一五
回

０
　
６
　
藤
原
敦
任
　
　
一
九
回

７
　
藤
原
孝
善
　
　
一
六
回

８
　
中
原
広
季
　
　
一
五
回

上
位
十
五
人
ま
で
を
挙
げ
た
が
、
主
要
な
構
成
員
は
ほ
ぼ
こ
れ
で
全
て
と
言

っ
て
よ
く
、
摂
関
家
の
嫡
子
と
も
目
さ
れ
る
人
物
を
囲
む
サ
ー
ク
ル
と
し
て
決

し
て
大
き
い
規
模
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
殆
ど
が
家
司
層
に
限
ら
れ
る
閉
鎖

的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
○
を
付
し
た
令
明
の
息
子
達
が
含
ま
れ
て
い

る
こ
と
に
は
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
も
う

一
度
付
表

に
戻
り
、
保
延
五
年

（
一
一
二
九
）
六
月
四
日
の
作
文
の
参
加
者
を
確
認
し
て

み
よ
う
。
さ
き
に
こ
の
会
に
あ
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
し
て
、
令
明
の
息
子
達
、

遠
明
と
敦
任
の
参
加
の
意
義
を
考
え
る
こ
と
を
保
留
し
た
が
、
そ
れ
は
こ
の
会

に
限
っ
て
は
参
加
者
の
殆
ど
が
表
Ⅲ
で
挙
げ
た
頼
長
を
囲
む
文
人
た
ち
に
よ
っ

て
占
め
ら
れ
て
い
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
忠
通
を
中
心
と
し
た
他
の
集
ま
り
に

こ
れ
ら
の
人
物
が
全
く
参
加
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
こ
れ
が
忠
通
が
頼
長

○  ○

15 14    12 11 10 9

藤
原
孝
能
　
　
一
〓
一回

藤
原
友
業
　
　
　
九
回

源
実
長
　
　
　
　
八
回

藤
原
遠
明
　
　
　
エハ
回

中
原
師
元
　
　
　
一ハ
回

藤
原
敦
綱
　
　
　
五
回

藤
原
親
佐
　
　
　
四
回



を
招
い
て
開
い
た
会
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
会
に
遠
明
と
敦
任
が
参

加
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
忠
通
を
囲
む
文
人
の
中
に
二
人
が
数
え
う
る

と
い
う
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
く
、
忠
通
に
近
い
人
々
と
は
ま
た
異
な
る
人

々
の
う
ち
に
頼
長
を
中
心
と
す
る
サ
ー
ク
ル
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
裏
付
け

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
頼
長
を
囲
む
サ
ー
ク

ル
は
保
延
五
年
に
は
す
で
に
形
成
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
当
時
頼

長
は
十
九
歳
。
自
邸
で
の
講
書
を
開
始
す
る
康
治
二
年
の
四
年
前
の
こ
と
で
あ

２一
。

四

で
は
、
令
明
の
弟
、
茂
明
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
講
書
関
係
の
行

事
に
は
ほ
と
ん
ど
参
加
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
や
は
り
頼
長
の
手
足
と
な

っ
て
仕
え
て
い
る
様
子
は

『台
記
』
に
見
え
る
。
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の

を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
茂
明
は
頼
長
の
次
男
、
師
長
の
読
書
始
の
師
を
勤
め
て
い
る
。

二
十
三
日
よ
り
雨
降
り
、
今
日
猶
降
る
。
師
長
、
初
め
て
五
帝
本
紀
を
読

む
、
文
章
博
士
茂
明
朝
臣
を
以
て
師
と
為
す
、
（後
略
）、

（仁
平
元
年
七
月
二
十
六
日
条
）

長
男
兼
長
の
読
書
始
の
折
に
師
を
勤
め
た
の
は
藤
原
成
佐
で
あ
っ
た
。
元
来
、

学
問
を
業
と
す
る
家
の
出
身
で
は
な
い
が
、
師
と
し
て
頼
長
に
最
も
尊
重
さ
れ

た
人
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
成
佐
は
こ
の
年
の
正
月
に
亡
く
な
っ
て
お
り
、
そ

の
代
わ
り
と
し
て
茂
明
が
選
ば
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

茂
明
は
頼
長
の
詩
作
に
関
す
る
催
し
に
も
し
ば
し
ば
姿
を
み
せ
て
い
る
。
久

安
二
年

（
一
一
四
七
）
八
月
二
十
九
日
に
行
わ
れ
た

『儀
礼
』
寛
宴
に
参
加
し

て
い
る
ほ
か
、
久
寿
元
年

（
一
一
五
四
）
四
月
二
日
に
頼
長
邸
で
行
わ
れ
た
、

氏
長
者

・
執
政
就
任
後
初
の
詩
会
で
は
序
者
と
題
者
を
兼
ね
て
い
る
。
夙
に
指

摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
頼
長
を
中
心
と
す
る
サ
ー
ク
ル
に
は
、
明
経
道
の
清
原

頼
業
や
明
法
道
の
中
原
家
の
人
間
な
ど
紀
伝
道
以
外
の
道
の
専
門
家
た
ち
や
、

癬
顎
憲
孝
に
代
表
さ
れ
る
、
特
に
学
問
の
家
と
は
言
え
な
い
下
級
貴
族
が
多

い
。
さ
き
に
示
し
た
表
Ⅲ
、
頼
長
邸
講
書
参
加
者
の
上
位
二
人
、
菅
原
登
宣
と

藤
原
成
佐
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
登
宣
は
文
章
博
士
時
登
の
子
と
は
い
え
養
子
で

あ
り
、
成
佐
も
代
々
受
領
を
勤
め
る
家
の
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、
式
部
少
輔
に

至
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
頼
長
の
推
挙
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
サ
ー
ク
ル
に
お
い
て
紀
伝
道
を
業
と
す
る
伝
統
を
担
っ
て
い
た
の
は
、
ほ
ぼ

式
家
儒
者
達
に
限
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
最
年
長
で
あ
り
、
儒
職

に
あ
っ
た
茂
明
の
活
躍
の
場
が
経
書
の
講
書
で
は
な
く
、
詩
作
の
場
に
偏
っ
て

い
る
の
に
は
そ
う
し
た
事
情
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
頼
長
が
講
書
を

開
始
し
た
の
は
茂
明
が
五
十
数
歳
の
頃
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
茂
明
に
と
っ

て
経
書
の
講
読

・
間
答
と
い
う
、
頼
長
の
新
し
い
試
み
に
加
わ
る
こ
と
が
容
易

い
こ
と
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
お
そ
ら
く
彼
は
講
書
に
は
参
加
し
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
代
わ
り
、
彼
に
は
彼
な
り
に
力
を
発
揮
す
る
場
が
与

え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
詩
作
の
場
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
し
、
も
う

一
つ
が
久
寿

二
年

（
一
一
五
五
）
に
上
表
さ
れ
た
辞
表
の
制
作
で
あ
る
。

こ
の
時
頼
長
は
す
で
に
氏
長
者
で
あ
り
、
左
大
臣
と
し
て
執
政
の
座
に
あ
っ

た
が
、
兄
忠
通
は
依
然
関
自
の
地
位
に
あ
り
、
し
か
も
鳥
羽
院
や
院
近
臣
と
の

結
束
を
強
め
て
頼
長
に
対
抗
す
る
構
え
を
崩
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う

な
緊
張
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
頼
長
は
ま
ず
、
四
月
二
十
七
日
に
丞
相
内
覧

兵
杖
辞
表
の
第

一
表
を
上
表
す
る
。
表
面
上
の
理
由
は
親
し
い
大
納
言
宗
輔
を

大
臣
に
昇
進
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
が
、
宗
輔
が
大
臣
に
就
任
す
る
と
な
れ
ば
、

朝
廷
は
頼
長
に
そ
れ
に
代
わ
る
地
位
を
与
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
り
、
事
実



上
朝
廷
に
新
し
く
よ
り
上
位
の
地
位
、
関
白
か
摂
政
の
座
を
求
め
る
ね
ら
い
が

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
（
「

こ
れ
は
頼
長
に
と
っ
て
、
現
在
の
地
位
を

失
い
か
ね
な
い
危
険
な
賭
け
で
あ
っ
た
。
茂
明
は
そ
の
よ
う
な
頼
長
の
政
治
生

命
の
か
か
っ
た
重
要
な
表
を
制
作
し
て
い
る
。
し
か
し
、
後
日
、
そ
の
表
現
を

め
ぐ
っ
て
頼
長
が
茂
明
を
問
い
た
だ
し
、
そ
れ
に
十
分
に
答
え
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
茂
明
に
代
わ
っ
て
第
二
表
は
敦
光
息
、
長
光
に
表
草
を
制
作
さ
せ
る

こ
と
と
な
る
。

後
日
茂
明
を
召
し
、
帯
び
る
所
を
皆
辞
す
る
表
に
加
詣
闘
両
の
證
有
る
こ

と
を
間
う
。
勘
申
す
る
こ
と
を
得
ず
。　
一
両
勘
申
す
る
と
雖
も
、
猶
撻
か

な
ら
ず
。　
一
昨
日
難
を
蒙
る
の
時
、
作
改
せ
ず
。
先
例
有
る
の
由
を
申
す
。

今
既
に
其
の
證
無
し
。
甚
だ
以
て
奇
佐
な
り
。
座
を
敷
き
て
勘
発
を
加
え

了
ん
ぬ
。
（中
略
）、
此
の
表
既
に
二
失
有
り
、
”
つ
て
後
の
表
に
至
り
て

は
長
光
朝
臣
に
之
を
作
ら
し
む
。

（久
寿
二
年
四
月
二
十
七
日
条
）

長
光
の
手
に
よ
る
第
二
表
が
最
初
に
頼
長
の
許
に
届
い
た
の
は
、
上
表
の
日
、

五
月
二
日
の
早
朝
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
頼
長
は
一
読
し
て
、
数
力
所
の

改
正
を
求
め
、
長
光
は
午
後
に
な
っ
て
再
度
表
の
草
稿
を
持
参
す
る
。
頼
長
は

な
お
も
長
光
の
表
現
に
満
足
せ
ず
、
度
々
改
め
さ
せ
て
い
く
う
ち
に

「時
刻
推

移
」
し
て
い
っ
た
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
頼
長
の
気
に
入
っ
た
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
七
日
後
に
上
表
さ
れ
た
第
三
表
は
再
び
茂
明
に
よ
っ
て
草
さ
れ

る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

重
ね
て
大
臣
を
辞
す
る
の
表
〈内
覧
は
辞
せ
ず
。
土
御
門
よ
り
之
を
上
ぐ
〉、

午
刻
許
り
に
茂
明
朝
臣

〈束
帯
〉
表
草
を
持
ち
来
た
る（同

年
五
月
十
日
条
）

こ
の
度
の
表
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
の
記
述
は
な
く
、
大
過
な
か
っ
た
模
様

で
あ
る
が
、
い
っ
た
ん
は
長
光
に
書
か
せ
る
こ
と
に
し
た
表
を
再
度
茂
明
に
書

か
せ
て
い
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
辞
表
は
形
式
的
な
も
の
で

あ
っ
て
も
三
度
出
さ
れ
、
そ
れ
は
す
べ
て
同
じ
作
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

が
普
通
で
あ
る
。
茂
明
を

一
度
辞
め
さ
せ
て
お
き
な
が
ら
、
長
光
の
仕
事
に
失

望
し
、
再
度
茂
明
に
第
二
表
を
書
か
せ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
、
異
例
の
処
置

で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
、
頼
長
周
辺
に
お
け
る
茂
明
の
立
場
が
そ
れ

ほ
ど
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
し
か
し
、
必
要
欠
く
べ
か
ら
ぎ
る
人
材

で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
式
家
儒
者
た
ち
の
な
か
で
特
異
と
言
え
る
の
が
、
茂

明
の
息
子
達
、
敦
周
と
敦
経
で
あ
る
。
確
か
に
、
仁
平
三
年

（
一
一
五
三
）
五

月
二
十

一
日
に
頼
長
が
東
三
条
邸
で
行
っ
た
学
問
寮
試
の
応
試
者
の
な
か
に
敦

経
の
名
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
コ
ロ
記
』
に
登
場
し
な
い
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
そ

の
数
は
従
兄
弟
や
父
親
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
少
な
く
、
講
書
に
参
加
し

た
形
跡
も
見
あ
た
ら
な
い
。
か
と
い
っ
て
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
忠
通
の
文
事

に
参
加
し
た
こ
と
も
確
認
で
き
ず
、
摂
関
家
と
の
関
わ
り
は
よ
く
分
か
ら
な
い

の
で
あ
る
。
二
人
に
つ
い
て
は
仁
和
寺
守
覚
法
親
王
周
辺
で
の
活
動
が
知
ら
れ

て
い
る
鶴

）
そ
？

這

と
も
〈５

せ
Ｘ

後

の
課
題
と
し
た
い
。

お

わ

り

に

冒
頭
で
述
べ
た
好
文
の
宰
相
忠
通
を
囲
む
式
家
儒
者
、
と
い
う
印
象
は
式
家

儒
者
を
偏
重
す
る

『続
文
粋
』
や

『無
題
詩
』
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
以
上
、
当
然
あ
る
種
の
ゆ
が
み
が
推
測
出
来
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま

で
そ
の
ゆ
が
み
に
つ
い
て
あ
ま
り
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

が
、
史
料
類
か
ら
忠
通
主
催
作
文
参
加
者
を
整
理
し
た
結
果
、
忠
通
の
詩
筵
で

は
式
家
だ
け
で
な
く
北
家
日
野
流
出
身
の
儒
者
た
ち
が
活
躍
し
た
こ
と
が
明
ら



か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
コ
ロ
記
』
に
登
場
す
る
頼
長
と
式
家
儒
者
の
関
係
を
考

え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
比
較
的
忠
通
に
近
い
敦
光
と
そ
の
息
子
た
ち
、
そ
し
て

周
光
、
頼
長
に
近
い
令
明
と
そ
の
息
子
た
ち
、
そ
し
て
茂
明
と
い
う
図
が
現
れ

て
く
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
く
ま
で
こ
れ
は
大
き
な
傾
向
で
し
か
な
い
。

家
司
と
し
て
の
摂
関
家
と
の
関
わ
り
、
『無
題
詩
』
に
多
く
残
る
茂
明
と
周
光
の

唱
和
詩
な
ど
を
考
え
る
と
、
問
題
は
こ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
く
、
平
安
時
代
後

期
の
式
家
儒
者
の
動
向
を
語
る
に
は
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
記
研
究
が
深
め

ら
れ
る
必
要
が
あ
る
と
強
く
感
じ
る
。

最
後
に
、
頼
長
と
式
家
儒
者
と
の
関
係
か
ら
想
起
さ
れ
る
問
題
に
つ
い
て
述

べ
て
お
く
。
そ
れ
は
、
『無
題
詩
」
の
編
纂
者
に
つ
い
て
で
あ
る
。
大
曽
根
章
介

氏
は
早
く

『無
題
詩
』
入
集
者
に
式
家
儒
者
が
多
い
な
か
で
、
令
明
の
作
が

一

首
も
見
ら
れ
な
い
の
は
、
令
明
が
頼
長
の
師
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
忠
通
の
意

向
が
反
映
し
た
も
の
と
す
る
見
解
を
示
さ
れ
な
咆

し
か
し
ヽ
こ
れ
ま
で
見
て
き

た
よ
う
に
、
頼
長
に
親
近
し
て
い
た
茂
明
に
第
五
位
、
五
十
七
首
の
多
く
が
あ

る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
。
続
い
て
氏
は

「私
は
茂
明
の
子

の
敦
周
か
敦
経
等
を
直
接
の
編
纂
者
と
推
測
し
て
い
る
が
、
遺
憾
な
が
ら
臆
断

の
域
を
出
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

」
と
論
を
結
ば
れ
る
が
、
そ
の
根
拠
等
は

示
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

塩
泰
尚
氏
は
こ
の
大
曽
根
氏
の
論
に
つ
い
て
茂
明
の
入
集
の
問
題
を
指
摘
し
、

編
纂
者
を
式
家
以
外
に
求
め
、
周
光
の
弟
子
で
あ
る
藤
原
守
光
、
藤
原
惟
方
と

（・８
）

す
る
説
を
出
さ
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
令
明
が
入
集
し
て
い
な
い
の
は
頼
長
と

の
関
係
の
た
め
と
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
う

一
度
大
曽
根
氏
の

結
論
に
目
を
向
け
て
、
茂
明
の
二
人
の
息
子
た
ち
、
敦
周
と
敦
経
を
編
纂
者
と

想
定
す
る
な
ら
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
が
式
家
儒
者
の
な
か
で
も
や
や
特

異
な
位
置
に
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
彼
ら
な
ら
ば
、
父
親
の
作
品
を
多

数
入
集
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
令
明
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
う
ま
く

説
明
す
る
こ
と
は
難
し

い
が
、
ほ
ぼ
同
じ
立
場
で
あ
る
茂
明
の
作
が
多
数
入
集

し
て
い
る
こ
と
は
、
編
纂
者
が
令
明
よ
り
も
茂
明
に
近

い
人
物
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
よ
う
。
茂
明
に
つ
い
で
第
六
位
、
五
十
二
首
が
入
集
し
て
い
る
中
原

広
俊
の
娘
が
、
彼
ら
の
母
親
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
敦
周

・
敦
経
、

あ
る
い
は
二
人
の
う
ち
の
ど
ち
ら
か
が

『本
朝
無
題
詩
』

の
編
纂

に
関
わ

っ
た

も
の
と
推
測
さ
れ
、
大
曽
根
氏
が

「臆
断
」
と
さ
れ
た
説
を
、
小
稿
は
わ
ず
か

な
が
ら
も
補
強
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

江̈（１
）

大
曽
根
章
介

日
本
朝
無
廼
詩
」
成
立
考
」
翁
大
曽
根
章
介
　
日
本
漢
文
学
論
集
第

二
巻
」
汲
古
書
院
二

九
九
八
、
初
出
一
九
六
〇
）、
佐
藤
道
生

「藤
原
式
家
と
二
つ

の
集
　
本
朝
続
文
粋
と
本
朝
無
題
詩
」
含
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
第
五
五
巻
一
〇
号
・

一
九
九
〇
―

一
〇
）
な
ど

（２
）

本
間
洋
一
月本
朝
無
題
詩
全
注
釈
」
（新
典
社
二

九
九
二
～
一
九
九
四
）
に
依
る
。

（３
）

兄
公
章
の
妻
は
藤
原
敦
基
女
。
■
尊
卑
分
脈
し

（４
）

女
が
茂
明
に
嫁
し
、
敦
周
、
敦
経
ら
を
産
ん
で
い
る
。
３
尊
卑
分
脈
し

（５
）

国
史
大
系
本
に
依
る
。

（６
）

同
様
の
視
点
か
ら
拙
稿

「藤
原
実
光
考
―
院
政
期
儒
者
諭

（
こ
」
翁
詞
林
」
第
二

一
号
・
二
〇
〇
二
―
四
）
で
は
藤
原
北
家
日
野
流
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

（７
）

以
下
日
野
流
の
家
格
形
成
に
つ
い
て
は
、
細
谷
勘
資

「日
野
流
藤
原
氏
の
形
成
過

程
」
∩
史
衆
」
二
三
、　
一
九
八
八
）、
杉
本
理

「院
政
期
の
文
人
貴
族
と

「儒
者
ヒ

η
大
谷
大
学
大
学
院
研
究
紀
要
」
六
、　
一
九
八
九
）
な
ど
を
参
考
と
し
た
。

（８
）

実
光
と
忠
通
の
交
流
に
つ
い
て
は
前
掲
注
６
拙
稿
参
照
。

（９
）
　
『古
今
著
間
集
じ
巻
三

「公
事
」
「保
元
三
年
の
正
月
、
長
元
以
来
中
絶
の
内
宴
再

興
の
事
し
に
よ
れ
ば
、
保
元
三
年

（
一
一
五
八
）、
周
光
は
八
十
歳
近
か
っ
た
と
い
う
。

（１０
）

実
光
は
延
久
元
年

（
一
〇
六
九
）
生
ま
れ
、
行
盛
は
承
保
元
年

（
一
〇
七
九
）
生

ま
れ
で
、
承
徳
元
年

（
一
〇
九
七
）
生
ま
れ
の
忠
通
と
は
約
三
十
歳
、
親
子
ほ
ど
の

差
が
あ
る
。

（Ｉ
）

史
料
大
成
本
に
よ
り
、
私
に
訓
読
し
た
。

（‐２
）

和
島
芳
男

『中
世
の
儒
学
」
釜
口川
弘
文
館
。
一
九
六
五
）、
戸
川
点

「院
政
期
の



大
学
寮
と
学
問
状
況
―
藤
原
頼
長
の
事
績
を
中
心
に
―
し
η
叢
書
文
化
学
の
越
境
４

王
朝
の
権
力
と
表
象
」
森
話
社
・
一
九
九
八
）
な
ど

（・３
）

頼
長
が
庚
子
の
日
に
行
っ
た
講
書
に
つ
い
て
は
、
翠
川
文
子

「釈
食
―
・前
期
釈
箕

年
表
―
」
∩
川
村
短
期
大
学
研
究
紀
要
」
一
〇
、　
一
九
九
〇
）
が
年
表
に
ま
と
め
て

い
る
。

（・４
）

橋
本
義
彦

『藤
原
頼
長
」
含
口川
弘
文
館
、　
一
九
六
四
）、
五
味
文
彦

『院
政
期
社

会
の
研
究
じ
（山
川
出
版
社
二

九
八
四
）
第
二
部
第

一
章

「儒
者
・武
者
及
び
悪
僧
」

（‐５
）

前
掲
注
１４
橋
本
著
書

（・６
）

醍
醐
寺
本

「遍
照
発
揮
性
霊
集
彗
巻
一
・
巻
六
・
巻
十
奥
書
や
、
仁
和
寺
本

『秦

中
吟
彗
奥
書
に
よ
れ
ば
二
人
が
守
覚
法
親
王
に
そ
れ
ら
の
書
を
講
説
し
た
こ
と
が
知

ら
れ
る
。
ま
た

『守
覚
法
親
王
集
し
に
は
次
の
よ
う
な
贈
答
が
残
る
。

「守
覚
法
親
王
集
』
冬

歳
暮
に
雪
の
ふ
る
朝
、
敦
経
朝
臣
が
も
と
よ
り

一
〇
七
　
雪
の
う
ち
に
く
れ
ぬ
る
年
ぞ
を
し
ま
る
る
わ
が
身
も
い
た
く
ふ
り
ぬ
と
お

も
へ
ば

返
し

一
〇
八
　
年
く
る
る
雪
の
う
ち
に
は
ふ
り
ぬ
と
も
あ
け
な
ば
春
に
あ
は
し
も
の
か
は

（・７
）

前
掲
注
１
大
曽
根
論
文

（‐８
）

塩
泰
尚

「本
朝
無
題
詩
の
編
輯
に
つ
い
て
」
翁
金
沢
大
国
語
国
文
し
五

・
一
九
七

エハ
）

菅
原
在
良
（序
者
）

囲
園
日
闘
興
講
師
）

藤
原
為
房
（読
師
）

藤
原
宗
忠
、藤
原
基
綱
、

藤
原
実
行
、藤
原
長
忠
、

源
雅
兼
、
藤
原
宗
成
、

園
園
日
図
ド
犠
原
実

兼
、
藤
原
敦
光
、
大
江

匡
時
、
藤
原
テ
通
、
藤

年
(1111)
11/28

『殿
」

『中
」

コ
水
」

天
永
一

一序
者
）

（講
師
）

迎
暁
間
寒
胴

菅
原
時
登
、
国
園
国

開
ヽ
平
実
親
、
大
江
広

房
、
藤
原
為
隆
、
藤
原

重
隆
、
一圏
圏
目
卿

藤

原
基
俊
、
藤
原
公
章
、

Ｆ
水
』

コ
水
」

天永二年ｍ螂

天
永
二
年
ｎ
Ｖ

対
雪
唯
書
酒

菅
原
在
良
（序
者
）

藤
原
為
隆
（読
師
）

菅
原
在
良
（序
者
）

藤
原
宗
輔
、

開
ヽ
藤
原
宗
成
、
藤
原

永
実
、
国
周
囲
Ⅲ
興

藤

原
良
兼
、
藤
原
公
章
、

俊
、
藤
原
重
隆
、
藤
原

、
藤
原
令
明
、
菅

原
清
能
、
藤
原
仲
隆
、

文
者
両
二
人
、



一匹

水

二
年

・１１９

蜘

元
永
元
年
１１
ハ

元
永
元
年
ｎ
ハ

)

永
久
五
年
■
４

(

永
久
五
年
■
た

永
久
四
年
ｎ
″

永
久
三
年
■
Ａ

永
久
三
年
■
″

天
永
四
年
■
γ

佳
遊
契
万
年

春
裏
花
尤
貴

松
竹
契
退
年

池
上
鶴

（歌
題
）

間
二
月
即
事

恣10
藤
原
敦
光
（題
者
）

歴
謄
陰
隔
喫
序
者
）

菅
原
在
良
（題
者
）

囲
旧
日
国
興
講
師
〕

圏
圏
囲

（歌
題
者
）

菅
原
在
良
（読
師
）

藤
原
重
基
、藤
原
忠
教
、

藤
原
宗
忠
、藤
原
宗
輔
、

源
師
時
、
藤
原
伊
通
、

藤
原
季
通
、
藤
原
忠
基

等
、

殿
上
人
五
六
人
、
儒
士

十
人
許
、

会 上
達
部

殿
上
人
等
集

上
達

。
殿
上
有
其
数

撃∫
法 法
集 記

法
言己

『殿
」

『殿
」

■殿
』

『殿
』

『殿
じ

菌∫

原
令
明
、

Z7

大
治
五
年

(1130)
9/17

大
治
五
年

(1130)
9/

大
治
四
年
１２
″

大
治
四
年
１２
た

大
治
元
年
１２６
郷

大
治
几

年
(1126)
9/13

天
治

年
(1125)
8/15

天
治
元
年

‐１２４
ψ

一匹
水
二
年
■
υ

元
永
元
年
■
ハ

月
明
勝
地
中

柳
書
中
懐

皇 奉
哭
禅
定
法

水
樹
有
清
風

月
明
酒
域
中

明
月
浮
湖
上

月
前
理
管
絃

（題
者
）

騰
原
永
範
（序
者
）

騰
原
敦
光
（読
師
）

藤
原
宗
光
〈序
者
〉

囲
圃
園
日
興
講
師
）

永
縁
法
印
（題
者
）

藤
原
敦
光
（序
者
）

囲
園
用
闘
興
講
師
）

藤
原
宗
忠
（読
師
〉

囲
圃
圏
団
喫
序
者
）

国
圃
日
国
興
講
師
）

（源
師
俊
）

源
師
俊

源
師
時

藤
原
宗
忠

園
園

園

＝

｝

藤

原

基

俊
、
橘
広
房
、
菅
原
清

能
、
藤
原
重
基
、
大
江

時
賢
、
劇
園
劇
川
ゞ

藤
原
宗
忠

源
師
時
、
藤
原
為
隆
、

殿
上
人
行
宗
朝
臣
以
下

儒
士

・
成
業

・
非
成
業

相
併
二
十
輩
、

藤
原
伊
通

・
源
雅
兼

・

国
四
団
マ

殿
上
人
・
儒
者
合
十
余

人 藤
原
長
光
、
殿
上
人
五
・

六
人
、
地
下
君
達
儒
者

合
三
十
人
許
、

法
集

”法
集
』

∫∫
中
目 ∫草∫

『中
目
』

コ
水
」

郷 中 』∫



拠

保
延
五
年

・１３９
“

保
延
元
年
１３５
燃

長
承
三
年
１３
″

年 ~ 年
(1142)(1134)

長
承
〓

永
治
一

長
承
三年
幽卿

天
承
元
年
１３
″

大
治
五
年
１３０
加

大
治
五
年

(1130)
9/17

看
月
自
忘
暑

養
生
不
若
花

病
中
奉
念
阿

弥
陀
仏

松
是
契
長
生

宗
忠
山
荘
尚

轟困
△〓

江
湖
唯
聞
腰

仙
家
松
樹
鮮

鮨

読 講
師 師

囲
圃
圏
翻
製
題
者
）

藤
原
永
範
（序
者
）

大
江
時
賢
（講
師
）

菅
原
時
登
（序
者
）

園
園
園
日
興
講
師
）

菅
原
時
登
（序
者
）

中
原
広
俊
（講
師
）

園
園
圏
団
製
読
師
）

藤
原
敦
光
（序
者
〉

藤
原
永
範
（講
師
）

園
園
日
団
喫
題
者
）

藤
原
頼
長
、
源
俊
通
、

藤
原
孝
能
、藤
原
頼
佐
、

藤
原
敦
任
、藤
原
成
佐
、

藤
原
宗
忠
、藤
原
実
能
、

藤
原
宗
成
、藤
原
師
頼
、

藤
原
師
俊
、
殿
上
人
両

二
人
、儒
者
七
八
人
公
ロ

十
六
人
〉、

（藤
原
実
行
）

圏
例

凶

藤
原
宗
忠
、
〓
一善
為
康
、

藤
原
敦
光
、藤
原
基
俊
、

日

ヽ
日

興

藤
原
篤
昌
、
博
士
・

文
章
生
当
時
好
文
士
十

五
人

藤
原
伊
通
、藤
原
顕
頼
、

藤
原
宗
成
、
国
園
関

卿

以
下
十
人
許
、

藤
原
敦
光

『ム
ロ
」

『法
集
』

『
中

し

『法
集
』

『長
し

『法
集
』

長 中 中

久
安
六
年
１５

久

安

六

　

‐１５０

笏

天
養
元
年
“

康
治
元
　
１４
γ

康
治
元
年

・１４
颯

保
延
五
年

(1139)
6/4

夏
二
首

聞
李
部
大
卿

依
病
出
家
、

悲
嘆
之
余
、

粗
呈
所
懐

願
成
仏
道

花
木
逢
恩
賞

藤
原
周
光

膝
原
有
光
（講
師
）

藤
原
有
光
（講
師
）

藤
原
敦
光
（読
師
）

藤
原
頼
長

藤
原
敦
光

源
明
賢
、
（藤
原
顕
輔
〉

藤
原
宗
兼
、藤
原
成
佐
、

菅
原
清
忠
、

菌∫
「ム
ロ
』

『法
集
」

『顕
」

「法
集
』

『台
』 重∫

〇
年
次
不
明

※
出
典
に
使
用
し
た
史
料
は
以
下
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
。
「殿
暦
』
（殿
）…

大
日
本
古
記
録
、
「中
右
記
」
（中
）
「中
右
記
目
録
』
（中
目
）
「長
秋
記
」

22

春 微
月
浮
江
上

功
徳
不
可
数

其
花
開
敷

衆
罪
如
霜
露

題

藤
原
周
光

固
圏
囲

藤
原
守
光

藤
原
雅
頼

藤
原
永
範

主
　
席
　
者

『無
し巻
四

『郷
ヽ
法
集
」

『郷
』

『榔
し

『榔
Ｌ
法
集
』

出

典



（長
ヽ
台
記
只
台
）…
増
補
史
料
大
成
、
「法
性
寺
殿
御
記
只
法
記
）
…
図

書
寮
叢
刊

『九
条
家
歴
世
記
録

一
し、
「永
昌
記
し
（永
）
…
天
永
二
年
十

一
月
二
十
八
日
の
記
事
に
つ
い
て
は
大
日
本
史
料
第
二
編
之
十
二
、
そ

れ
以
外
の
記
事
は
増
補
史
料
大
成
、
「法
性
寺
殿
御
集
」
（法
集
）
…
尊
経

閣
文
庫
本
、
「中
右
記
部
類
紙
背
漢
詩
集
」
（背
）
‥
図
書
寮
叢
刊

『平
安

鎌
倉
未
刊
詩
集
し、
日本
朝
無
題
詩
』
（無
）…
本
間
洋

一
『本
朝
無
題
詩

全
注
釈
」
（新
典
社
、
一
九
九
四
）、
「郵
金
抄
」
（郷
）…

『真
福
寺
善
本

叢
刊
第
十

一
巻
」
（臨
川
書
店
、　
一
九
九
八
）、
「左
京
大
夫
顕
輔
集
」

〈顕
）…
新
編
国
歌
大
観

―
―
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
―
―


